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1.問 題

なぜ 「大学と地域連携」は必要なのか

大学 と地域社会の連携は、地域社会における様々な問題の深刻化や、いわゆる 「全入時代」

を迎えた大学の生 き残 り戦略なども相 まって、急速にその活動の範囲を広げつつある。大学が

地域社会の様々な特性や問題から無関係でいることは不可能であるし、大学 も、また多 くの場

合、学生や教員 もその地域社会の一員である。そういった観点からすれば、大学 と地域が経済

的、文化的に何 らかの結びつきを持つことは当然であると言える。では、大学の主要な機能で

ある研究 と教育に関してはどうだろうか。研究を第1の 柱、教育を第2の 柱あるいは研究に付

随する存在、 とすることが 「良い大学」の価値であるとされてきた日本の大学において、どの

ようにそれらの柱を維持 しつつ、地域社会 との連携 を図 り、また研究と教育に統合 していくの

か、という問題は、必ず しも解決 されているとは言 えない。地域社会や地域連携そのものを研

究のテーマとしない、または地域連携が効果的な教育的成果を生み出さない と考える教員にと

って、地域連携に関する業務はいわば 「余計仕事」であ り、大学教員相互においてのみならず、

地域連携事業が大学の経営的に必要だと判断する大学経営者2)か らで さえも、その業務が業

績 としても評価されにくい現状がある。

そもそも、ことさら 「地域」 という問題 を取 り上げることその ものが、大学における研究の

普遍性や自立性に照 らしてそぐわないのではないか、という意見 もある。ある大学で職を持つ

教員の全てが、その立地 している場所故にその大学に職を持つ訳ではない。たまたま特定の場
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所に立地 している大学に籍を置いているだけであって、その狭い地域のみを 「地域」 として限

定 し、業務 として活動を要求されることに違和感を覚えるというのは想像に難 くない。ではな

ぜ今、「大学と地域連携」なのか。

OECD(1999)は 「環境の悪化、貧困、経済協力 といった問題は国家の枠組みを超えたもの

であり、それに立ち向かうためにはグローバルな問題をグローバルなものとして扱 うことがで

きる大学のようなアクターの役割が重要」であると同時に、そういった大学の役割が地域 と乖

離 したものではあり得ず、むしろ大学がグローバルとローカルを結びつけることの意味を指摘

している。岩岡(2006)は 、大学を社会の生 きた公共財 として新 しい知的創造社会の中核に据

えることが、国立大学の独立行政法人化の真の意味であるとし、また、大学がグローバルな知

とローカルな知を結びつける存在であることを指摘 している。大学が果たしてどの程度まで公

共財 といえるのか、 という点については、その非排除性や非競合性に照 らして議論の余地があ

るが、その社会的役割については指摘の通 りだろう。

大学がグローバルであり、かつローカルな存在であるということは、全ての教員の教育や研

究の目的 と方法論が、グローバルであり、かつローカルであることを意味しているわけではな

い。 もちろん学問という営みが本質的にグローバルかつローカルであ り、あらゆる境界線 を乗

り越えうるものである、ということはあるだろうが、ローカルを 「地域」と捉えるのであれば、

全ての教員にこの図式が当てはまるわけではない。ポイントは、大学 という組織が、様々な研

究や教育を内包 してお り、それらを大学 として総合的に見た場合、常にグローバルであ り、ロ

ーカルである、ということである。

OECD(1999)は 、大学教員が個別に行ってきた学外活動など、大学など高等教育機関が行

ってきた地域貢献を1つ に束ね、教育 ・研究 と並んで大学の 「第3の 役割」 とすることが少し

ずつ認知されてきている、 ということを指摘 している。つまりここでの 「大学と地域連携」 と

は 「大学教員 と地域社会の連携」ではなく、「大学 『組織』と地域社会の連携」なのである。

大学は、地域社会 との連携を教員個人やグループに依存 してその結果のみを吸い上げるのでは

なく、地域社会の求める連携ニーズに対 して積極的に対応 し、教員 を含む学内資源を的確 に把

握 し、グローバルな知 とローカルな知を結びつけ、労力 と資金 を分配し、連携事業に係る成果

を従来型の研究業績 と同等に評価する仕組みを構築 しなければならない。

さて、なぜ今 「大学 と地域連携」なのかといえば、その理由の1つ はこれまで述べてきたよ

うに、「公的存在 として地域に立地する大学の役割 として、また大学 という組織が持つ知の特

質として、地域社会の問題解決に貢献することが、従来よりも社会的に求められているか ら」

である。このことは大学にとっても望ましいことであるといえよう。これまで、大学教育に関

して 「大学で学んだことは社会で役に立たない」などと椰楡 されることも少な くなかった。多

くの場合これは大学で学ぶべ き知の特質性質に照らして誤解 と無理解に基づ くものであるが、

その誤解 と無理解を放置 してきたのもまた大学である。地域社会が大学の存在 と役割に関心を

持ち、これまで以上に積極的に関わっていこうとすることを大学にとって 「新たな負担」 と考

えるべ きではなく、その存在意義 と価値をアピールする最大の機会 と捉えるべ きである。
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このように大学 と地域連携を考えるとき、大学 と地域社会の関係はいろいろな意味で一方通

行ではあ り得ない。知の供給源は大学か らのみであるとは当然限らないし、また大学が地域社

会に提供する資源に対 しては相応の対価(金 銭であるとは限らない)も 必要である。ここでは

大学の財としての排除性や競合性について詳細な議論 をすることはしないが、何かをするため

に費用が発生するのは当然のことであって、それをすべて大学が負担することはあ りえない。

地域社会が大学 を 「安いシンクタンク」「学生ボランティアという名の無給労働者の供給源」

と考えるのであれば、それは大 きな間違いである。地域社会は大学との連携 を、大学の 「知の

特質」の基づいて求めるべ きであって、民間企業など他のアクタ0と 同じ機能をより安い価格

で供給するという誤解に基づいて進めるべ きではない。別の言い方をすれば、大学と民間企業

は地域社会への貢献 という点で競合 しないし、大学が民間企業を圧迫することもない。例えば、

大学が民間のシンクタンクと0見 して同じような機能を地域社会に提供するとしても、その目

的や方法論、背景は同じではない。大学は地域社会の 「内側」に存在するアクターである。ま

た、過去も現在も、おそらくは未来も、特定の地域社会 とその問題に関与 し続ける存在である。

大学は、提言するからには実行が伴 う(田 川2006)こ とが期待されているのである。

大学 と地域社会の連携において、大学から地域への学術的成果の提供という側面が重要であ

ることは言 うまでもないが、同時に、地域から愛され、研究 ・教育について物心両面にわたる

幅広い支援を得るということもまた同様 に重要である。地域との関係を深め、強めていくこと

は、大学にとって研究 ・研究基盤 を強固なものにするということであり、ひいては経営基盤を

安定 させるということにもつながるものである。大学が街を育て、街が大学を育てるという意

識 を大学 と地域の双方が共有することによって、大学における教育 ・研究活動はより実践的か

つ高度なものとなるだろう。

奈良大学の試み

奈良県奈良市に立地する奈良大学は、文学部 と社会学部の2学 部を擁する私立大学である。

創立以来 「開かれた大学」を目指 して様々な取 り組みを行ってきた。それらの取 り組みの中に

は個々の事案として優れたものがあるにしても、教員の個人的な、あるいは小 さなグループと

しての成果が大半であ り、大学としての役割や リーダーシップという観点からこれらの活動を

支援 し、組織化する受け皿を有 してこなかった。そこで奈良大学は地域連携活動の組織化に関

する予算措置を講 じることを決め、2006年4月 に社会学部の教員を中心とした 「奈良大学地域

連携教育研究センター準備室」を設置、2007年4月 には正式に 「奈良大学地域連携教育研究セ

ンター」を立ち上げた。

2007年 度においては(1)臨 床心理学を担当する教員を中心 として、地域住民 を対象とした

「こころの健康に関する講演会 と交流会」事業、(2)同 じく臨床心理学を担当する教員 と、心

理学を学ぶ学生を中心 として、小学校の別室登校児童などを支援する 「学生地域ボランティア

活動推進」事業、(3)地 域社会学や文化人類学を担当する教員 とそれを学ぶ学生が、大学近辺

の子供達や住民 と共に、地域の変遷を辿 り、地域資源を再発見する 「地域 における1からの情
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報発信 ・交流ネットワークづ くり一私たちの場所の 『昔 ・いま ・未来』」事業、(4)計 量社会

学や経営学を担当する教員と、 ミニコミ誌づ くりに関心を持つ学生を中心 として、社会調査や

社会問題解決の技法を用いてそこから得られた知見を地域社会にフィー ドバ ックしていく 「学

生を中心とした奈良大学と近隣地域の交流と連携」事業、(5)経 営学や文化人類学を担当する

教員を中心に、奈良という地域の特色 ・構造 を多角的な視点から把握 し、その将来像を構想 し

行動に移すための考え方 ・実践方法を、学生 と地域社会が共に学ぶ 「地域デザイン講座」事業、

(6)奈 良大学と自治体の連携協定に基づ くイベント実施や参加、評価などの事業、が計画 ・実

施されてお り、また企業やNPOな どへのコンサルティング等が協議 ・検討されている。

これらの事業の中には、センター設立に合わせて新規 に始まったものもあるが、これまで、

特定の教員が進めていた事業も含まれている。センターとして組織化することにより、弾力的

で効率的な予算措置を講 じることが可能になり、また活動内容が公開され、共有 されることに

よって、そういった活動に関心を持ちながらも存在を知らなかった教員の参加 ・協力を得 られ

るようになり、労力的な再配分や、知的生産性の向上がより期待で きる状況になった。

参加教員の全学化や組織 としてのさらなる効率化、地域社会に対 して奈良大学の 「知の特質」

をいかにアピールするか、地域社会と財政的な関係をどのように築 くかなど、検討すべ き課題

は少なくないが、大学と地域連携のひとつのあ り方として、活動の強化を図っている。

地域ブランド戦略による大学 と地域連携

昨今、地域活性化の一つの技術として、また、大学と地域の連携を進める際の方法論 として

「地域ブランド戦略」が重要視 されている。 自治体などを中心 とした地域ブランドに関する事

業といえば、これまでは 「地名+産 品」 として考えられるものが多かった(東 北開発研究セン

ター2005)。 しか し、地域ブラン ド戦略 とい う考え方の重要な点は 「地域の本質的な価値の向

上を目指す(東 北開発センター2005)」 ことにある。地域の本質的な価値 とは、「そこに住む

人が誇 りと自信を持って住めること」であ り、そのためには 「地域固有の資源(自 然、環境、

景観、産業、技術、伝統、文化、人など)を 活用 して地域の魅力を創出、定着させることによ

り、地域住民が評価、支持する価値観」 を作 り上げることが必要である(東 北開発センター

2005)o

つまり、地域ブランド戦略 とは地域の様々な問題 を学際的に研究し、計画 し、行動 し、評価

し、管理するための地域経営技法のパ ッケージであると言えよう。これは先に検討 したような、

過去 ・現在 ・未来にわたって地域社会の 「内側」に存在する大学に求められている地域連携事

業に非常に適 したものであり、大学の持つグローバルな知 とローカルな知 を動員することで成

果を期待できる性質の 「戦略」である。そこで本研究では、これまで述べてきた大学 と地域連

携のあり方を前提に、地域ブランド戦略 という地域経営技法を中心 とした大学 と地域連携の可

能性について検討する。

奈良県内においても、地域 ブランドに関する様々な事業 ・施策が展開 しつつある。「奈良」

というブランドは非常に強力なものであるが、ブラン ドはその品質が維持管理 されなければや
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がては失われてしまう。地場産品の開発や販促、町並み保存や街づ くりといった個別の事業は

もちろん重要であるが、それらは 「戦略」の元に結びついてこそ、大 きな効果 を生む。目先の

最適化が最良の結果 を生 まないことは、我が国の都市計画の有様を見れば明らかである。地域

ブランド戦略 とは 「住民が愛 し、誇 りを持てる地域 を総合的に構築するための長期的戦略」で

あって、そのための手段 として地場産品の販促や観光誘客 といった個別の事業が存在すると同

時に、逆説的であるが、そういった地域 を構築することによって個別事業の成功 を導 き、地域

活性化 を図るものである。「ウチ」の地域住民の誇 りが 「ソ ト」に向けての発信強化につなが

り、反対に 「ソト」の社会からの高い評価が 「ウチ」の地域住民の満足度、誇 りの向上につな

がる(博 報堂2006)。

奈良市は2006年 から3力 年の計画で 「奈良ブランド誘客戦略プロジェク ト」を推進中であ り、

その中で 「地域ブランド向上3力 年計画推進事業」として奈良ブランドの活用を目指 している。

これは観光誘客を目的とした地域ブランド 「戦術」 と言えようが、具体的にどのような方法論

で成果 を目指すのかが注 目される。高市郡明日香村においては、村の 「まるごと博物館構想」

のもと、(1)文 化財産業興 し、(2)知 的観光地づ くり、(3)自 然環境に優 しい癒 しの場づ くり、

(4)美 しい村づ くり、という4つ の柱を立てている。この方針の もと、財団法人明日香地域振

興公社(あ すか夢耕社)は 農業を中核 とした村づ くりに取 り組んでいる。その事業は 「ウチ」

と 「ソ ト」の両方に目が向けられたものである。農業の活性化を通 した住民の愛着醸成 と、棚

田や酒、たけのこなどのオーナー制度やボランティアによる景観整備などを活用 した 「あすか

ブランド」の確立 と保全を目指 しており、大 きな成果を収めていると言えよう。明日香村の事

例は、農業活性化、地場産品のブランド化による拡販、観光誘客、景観の回復 と保持、文化財

の保全、地域情報の発信などが相乗効果 を持って進んでいる、地域経営技法 としての地域ブラ

ンド戦略の好例である。

このような活動に大学が大学 として参加 し、学際的なノウハウのパ ッケージである 「地域ブ

ランド戦略」を提案 ・展開していくことが、地域社会との連携における0つ の道筋であり、大

学の 「第3の 役割」(OECD1999)で あると言えるだろう。

そこで本研究では、地域ブランド戦略を用いた大学と地域連携の可能性について、自治体 を

対象とした調査票調査によって得 られたデータをものに探索的 ・記述的分析を行い、その可能

性について検討する。

皿.方 法

奈良県内の地域連携 ・地域振興担当部局に対する調査票調査

2006年11月 中旬に、奈良県内の39市 町村で地域振興 を主に担当 していると想定 される99部 局

の担当者を調査対象 とする調査票調査を行った。奈良県内においては大学 と自治体の連携窓口

を教育関係の部課が担当していることが多いが、今回の調査 においては 「地域ブランド戦略」

という観点か ら、商工 ・産業 ・農林 ・観光などを主担 とする部局を調査対象にした。
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19の市町村、合計27の 部局から有効な回答が得 られた。調査対象市町村39を ・基数 とした場合、

約49%の 市町村から、調査対象部局99を 基数 とした場合、約27%の 部局から有効な回答が得 ら

れたことになる。

皿.結 果

まず、「地域ブランド戦略」としてどのようなものが認知されているのかについて質問 した。

以下の9項 目を示 し、「地域ブランド戦略」にあてはまると思われるもの全てを選択 してもら

った。

1.地 域の特産品にその地域の名称を付けて売 り出すこと

2.地 域の特性を活か した産品を新たに開発 し、地域の名称を付けて売 り出すこと

3.地 域の名称そのものについて広 く知って もらうこと

4.地 域の自然、環境、歴史など、地域についての情報を広 く知ってもらうこと

5.地 域にブラン ドカのある企業を誘致 し、経済 ・財政 ・雇用など地域の振興を図ること

6.地 域住民に、地元への愛着をより強めてもらえるような事業を展開すること

7.地 域の歴史や特性を活か した街づ くりを行うこと

8.観 光客と接する機会のある人々が一体 となって、観光客に良い印象を与えるように努力す

ること

9.そ の地域を訪問する観光客のこ〇ズを把握 し、それに見合ったサービスを提供すること

項目1お よび2は 主に地場産品に関するもので、特定の商品 と地域の名称を結びつけること

によって販売を促進するという方略である。地域認証制度などによる地場産品の 「地域性」の

保証や、主に都市部にアンテナショップを出店 して認知度の上昇を図ることなどが該当する。

項目3お よび4に については地域そのものの認知度を高めるという方略である。イベント誘致

や観光キャンペーンなどが典型的な事業といえるだろう。項 目5は 地域そのもののブランドカ

ではなく、企業のブラン ドカを利用 して、それを地域 ブラン ドに転換するという方略である。

三重県亀山市におけるシャープ亀山工場の誘致や、旧愛知県挙母(こ ろも)市 が、立地してい

た トヨタ自動車の名称を取 り込んで 「豊田市」と市名を変更 した例などが挙げられるだろう3)。

項目6お よび7は 地域住民が居住地域に愛着を持ち、また愛着を持つために必要な事業に関す

る方略である。地域住民が地元に愛着を強めることによって、住民一人一人がその地域の産品

や、地域そのものを居住地 として、あるいは観光地 として 「営業」する役割を担う。項目8お

よび9は 観光に関する方略である。観光客が旅行の目的地としてある地域 を選択する場合、そ

の地域の 「魅力」というものは自然環境や文化財、その他のア トラクションのみならず、地域

住民 との関わり合いが どのようなものであるか、ということによっても規定されている。特に

旅行 目的地 としてリピーターを獲得するためには、宿泊施設の職員や土産物屋の店員、 といっ
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た明示的に観光客と接することが想定されている人々のみならず、道ですれ違 うに過 ぎないよ

うな潜在的な接触者としての地域住民による好印象の形成 も重要な要素である。

これら9項 目は先に述べたとお り、いずれも広義の 「地域ブランド戦略」であると言える。

地場産品の開発と販促、知名度の向上、ブランドカのある企業の誘致、地元への愛着の醸成、

観光客の満足度向上 といったこれらの事業は相互に密接に関わり合っている。地域ブランド戦

略 とは、地域の特殊性を利用 した活性化技法であり、地域における総合力や、社会 としての成

熟度が問われる。地域ブランドとは、地域経営そのもの(北 村 ら2006)で ある。そ ういった

意味ではこれら9項 目はいずれも地域ブランド戦略 としては 「正解」であ り、すべての項 目が

選択されていることが望ましい と言えるだろう。この設問への回答分布 を表1に 示す。

表1.地 域ブラン ド戦略の認知度(基 数=27部 局)

地域 ブ ラン ド戦略項 目 %(度 数)

1.地 域 の特 産品にその地域 の名称 を付 けて売 り出す こと

2.地 域 の特性 を活か した産品を新 たに開発 し、地域の名称 を付けて売 り出す こと

3.地 域 の名称 その ものについて広 く知って もらうこと

4.地 域 の 自然、環境 、歴史な ど、地域 についての情報 を広 く知 って もらうこと

5.地 域 にブ ラン ドカのある企業 を誘致 し、経済 ・財政 ・雇用 など地域の振興 を図

る こと

6.地 域住民 に、地元への愛着 をよ り強めて もらえるような事業 を展 開す ること

7.地 域の歴史や特性 を活か した街づ くりを行 うこと

8.観 光客 と接す る機会のあ る人々が一体 となって、観光客 に良 い印象を与 えるよ

うに努力す ること

9.そ の地域 を訪問す る観光客のニ ーズ を把握 し、 それに見合 ったサー ビスを提供

す ること

66.7%(18)

74.1%(20)

25.9%(?)

40.7%(11)

3.7%(1)

37.0%(10)

66.7%(18)

14.8%(4)

18.5%(5)

地域ブラン ド戦略として最も広 く認知されているのは、「2.地域の特性 を活かした産品を新

たに開発 し、地域の名称を付けて売 り出すこと」であ り、全体の74.1%4)が 選択 している。続

いて 「1.地 域の特産品にその地域の名称 を付けて売 り出すこと」「7.地 域の歴史や特性 を活

かした街づ くりを行 うこと」が66.7%と 比較的高率で選択 されている。逆に 「5.地 域にブラ

ン ドカのある企業を誘致 し、経済 ・財政 ・雇用など地域の振興を図ること」を選択 したのは27

部局中1部 局のみであり、また 「8.観 光客 と接する機会のある人々が0体 となって、観光客

に良い印象を与えるように努力すること」「9.そ の地域 を訪問する観光客のニーズを把握 し、

それに見合ったサービスを提供すること」 といった観光に関する項 目もあまり選択されなかっ

た。

つまり、今回の調査の範囲内では、地域ブランド戦略がかなり狭 く捉えられており、戦略 と

しての総合性や相補性 というものが十分に認識されていない ということが言える。

次に、これらの9項 目に関する事業が、自治体の取 り組みとして実施 されているかどうかに

ついて質問 した結果を表2に 示す5)。
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表2.事 業の実施状況(基 数:19自 治体)

地域 ブラン ド戦略項 目 %(度 数)

1.地 域の特産品にその地域 の名称 を付けて売 り出す事業

2.地 域 の特性 を活か した産品 を新たに開発 し、地域の名称 を付 けて売 り出す事業

3.地 域 の名称その ものについて広 く知 って もらう事業

4.地 域 の 自然、環境 、歴史な ど、地域 についての情報 を広 く知って もらう事業

5.地 域 にブ ラン ドカのある企業 を誘致 し、経済 ・財政 ・雇用な ど地域の振興 を図

る事業

6.地 域 住民に、地元へ の愛 着 をより強めて もらえる ような事業

7.地 域 の歴史や特性 を活か した街づ くりを行 う事 業

8.観 光客 と接 する機会のある人々が一体 となって、観光客 に良い印象 を与 えるよ

うに努力する事業

9.そ の地域 を訪問する観光客 のニーズ を把 握 し、それに見合ったサー ビス を提供

する事 業

47.4%(9)

52.6%(10)

31.6%(6)

47.4%(9)

5.3%(1)

26.3%(5)

52.6%(10)

10.5%(2)

15.8%(3)

多 く取 り組まれている事業 としては、「1.地域の特産品にその地域の名称 を付けて売 り出す

こと」「2.地 域の特性 を活かした産品を新たに開発 し、地域の名称を付けて売 り出すこと」

「4.地域の自然、環境、歴史など、地域についての情報 を広 く知 ってもらうこと」「7.地域の

歴史や特性を活かした街づ くりを行 うこと」が挙げられている。事業として実施されていない

ものとしては 「5.地 域にブランドカのある企業を誘致 し、経済 ・財政 ・雇用など地域の振興

を図ること」「8.観光客 と接する機会のある人々が一体 となって、観光客に良い印象 を与える

ように努力すること」「9.そ の地域を訪問する観光客のニーズを把握 し、それに見合 ったサー

ビスを提供すること」 となっている。

単純集計 レベルでは、地域ブランド戦略の認知状況 と事業の実施状況は似通っているように

思えるが、実際にはある特定の項 目を地域ブランド戦略 として認知 している自治体が、その戦

略を事業 として実施 していると言えるわけではない(表3)。 データ数が少ないので統計的な

分析に基づ く議論は難 しいが、地域ブラン ド戦略の認知状況 と、その事業の実施状況の間に関

係性が見いだせる可能性がある項 目は、「3.地 域の名称そのものについて広 く知ってもらうこ

と」「4.地 域の自然、環境、歴史など、地域についての情報を広 く知ってもらうこと」 といっ

た地域情報に関する2項 目のみである。「ブランド」 と 「名前」が結びつ きやすいという構図

が想像できるが、このデータから厳密な議論をすることは難 しい。はっきり言えることは、あ

る事業が実施されるかどうかということと、その事業が地域ブランド戦略 として認知されてい

るのか、ということはあまり関係がない、ということである。

次に、地域振興に関連する事業を進める上で、解決 しなければならない課題としてどのよう

なものがあるか、という点について14項 目から当てはまるもの全てを選択 してもらった(表4)。

項目は以下の通 りである。
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表3.地 域ブラ ン ド戦略の認知度 と事業の実施状況の クロス表(部 局単位 。値 は度数)

実施 してい る事業

地域 ブラ ン ド戦略項 目 123456789合 計

1.地 域 の特 産品にその地域 の名称 を

付けて売り出すこと 割

2.地 域 の特性 を活 か した産品を新 た

に開発 し、地域 の名称 を付 けて売9

り出すこ と

3.地 域 の名称 その ものについて広 く

知 って もらうこ と3

4.地 域 の 自然 、環境 、歴 史な ど、地

域 についての情報 を広 く知って も3

らうこ と

5.地 域 にブラ ン ドカ のある企業 を誘

致 し、経 済 ・財 政 ・雇用な ど地域0

の振興 を図る こと

6.地 域住民 に、地元へ の愛 着 をより

強めて もらえる ような事業 を展開3

するこ と

7.地 域 の歴史や特性 を活か した街づ

くりを行 うこ とg

8.観 光客 と接 する機 会のある人々が

一体 となって、観光客に良い印象0

を与 える ように努力するこ と

9.そ の地域 を訪問する観光客のニー

ズを把握 し、それに見合ったサー1

ビスを提 供する こと

7

難.

4

570262114

460352216

嬉ll3012227

45憾 葦1242211

110 ..00001

5341 5229

84702灘2317

24200124

1131231'簿5

101061015102423

網掛けは認知 と事業種別の一致数。

1.専 門的な知識を持 っている人材(公 務員としての常勤職員)が 少ないこと

2.専 門的な知識 を持 っている人材(民 間からの非常勤職員)が 少ないこと

3.地 元企業の協力が得られにくいこと

4.地 元住民の協力が得 られにくいこと

5.大 学 ・研究機関の協力が得られにくいこと

6.地 元の 「ウリ」 と呼べるような資源 ・素材などが少ないこと

7.事 業計画を推進するための予算が少ないこと
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8.他 の自治体 と、地域振興に関する意見交換をする機会が少ないこと

9.地 元住民 と、地域振興に関する意見交換をする機会が少ないこと

10.企業 と、地域振興に関する意見交換をする機会が少ないこと

11.大学 ・研究機関と、地域振興に関する意見交換をする機会が少ないこと

12.自治体の中で、組織間のヨコの連携が とりにくいこと

13.自治体間で、ヨコの連携が とりにくいこと

14.人事異動や首長の交代によって、長期的な計画が実施 しに くいこと

表4.地 域振興 を進 める上 で解決 すべ き課題(基 数:27部 局)

解決すべき課題 %(度 数)

1.専 門的 な知識 を持 ってい る人材(公 務員 と しての常勤職員)が 少 ないこ と

2.専 門的 な知識 を持 ってい る人材(民 間か らの非常勤職員)が 少 ないこ と

3.地 元企業の協力が得 られ に くいこと

4.地 元住民の協力が得 られ に くいこと

5.大 学 ・研究機関の協力が得 られに くいこと

6.地 元の 「ウリ」 と呼べ るような資源 ・素材 などが少 ないこ と

7.事 業計画 を推進す るための予算が少 ないこと

8.他 の自治体 と、地域振興 に関す る意見交換 をす る機会が少 ないこ と

9.地 元住民 と、地域振興 に関す る意見交換 をす る機会が少 ないこ と

10.企 業 と、地域振興 に関す る意見交換 をす る機会が少 ないこ と

11.大 学 ・研究機関 と、地域振興 に関す る意見交換 をす る機 会が少 ない こと

12.自治体 の中で、組織 間のヨコの連携が とりに くいこ と

13.自治体 間で、 ヨコの連携が とりに くいこ と

14.人事異動や首長 の交代 によって、長期 的な計画が実施 しに くいこ と

40.7%(11)

18.5%(5)

18.5%(5)

25.9%(?)

14.8%(4)

37.0%(10)

63.0%(17)

11.1%(3)

11.1%(3)

22.2%(6)

22.2%(6)

18.5%(5)

14.8%(4)

18.5%(5)

解決すべ き課題として最 も回答が多かったのは 「7.事 業計画を推進するための予算が少な

いこと」であ り、27部 局中17部 局(63.0%)が 解決すべ きであるとしている。続いて 「1.専

門的な知識を持っている人材(公 務員としての常勤職員)が 少ないこと」「6.地 元の 「ウリ」

と呼べるような資源 ・素材などが少ないこと」などが課題 とされている。大学と自治体の連携

という点からは、「5.大学 ・研究機関の協力が得 られに くいこと」や 「11.大学 ・研究機関と、

地域振興に関する意見交換をする機会が少ないこと」の結果が気 になるところではあるが、前

者は27部局中4部 局、後者は27部局中6部 局に留 まった。しか し、これはあ くまで 「解決すべ

き課題」 としての指摘であるから、そもそも大学の協力や大学との交流が必要ない、 というこ

とであれば、課題 として指摘 されることもないはずである。つまり、十分に協力関係があり、

交流が出来ている、ということではな くて、そもそも大学が自治体から期待されていない、 と

いう状況 も考えられる。そこで、自治体が奈良大学との連携事業にどれ くらい関心を持ってい

るのか、という点に関する設問について分析 を加えてみよう。

以下の8項 目の連携事業について、関心があるものを全て選択 してもらった(表5)。 項 目
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群は次の通 りである。

1.住 民の意識調査や実態調査の委託

2.ま ちづ くり施策や計画の立案、共同研究

3.地 場産業の活性化計画立案

4.施 策や対策の評価

5.製 品の共同開発

6.文 化財の保護

7.公 開講座など一般向けの知財共有

8.学 生の地域活動への参加

表5.関 心のある奈良大学 との連携事業(基 数:27部 局)

関心のある連携事業 %(度 数)

1.自 由民の意識調査や実態調査 の委託

2.ま ちづ くり施策や計画 の立案 、共 同研究

3.地 場産業 の活性化計画立案

4.施 策 や対策 の評価

5.製 品の共 同開発

6.文 化財 の保護

7.公 開講座 な ど一般 向けの知財共有

8.学 生 の地域活動へ の参加

29.6%(8)

25.9%(7)

37.0%(10)

3.7%(1)

14.8%(4)

11.1%(3)

14.8%(4)

18.5%(5)

最も関心が高かったものは 「3.地場産業の活性化計画立案」(27部 局中10部局)で あり、続

いて 「1.住 民の意識調査や実態調査の委託」「8.学 生の地域活動への参加」「2.ま ちづ くり

施策や計画の立案、共同研究」となっている。大学 と地域の連携事業のとしてこれまでの盛ん

に行われてきた公開講座などについては27部局中4部 局に留 まった。しかし今回の調査は自治

体で主に地域振興策に取 り組んでいることが想定される企画財政、商工農林などの部局を対象

としてお り、教育委員会など教育関係の部局が含まれていない。従って、今回の調査で関心の

程度があまり高 くなかった連携事業が実際に関心を持たれていない、というわけではないこと

を指摘 してお きたい。

さて、この集計結果か ら、自治体が奈良大学 との連携に高い関心を持 っているのか、そうで

ないのかを論 じることは難 しいが、地域振興や地域活性化 にあたって、奈良大学に 「理論と方

法 と行動」が求められているということは言えるだろう。説得力のある理論に基づ く計画の立

案 と、その前提あるいは根拠付けとしての実証的データ分析、そ して学生の地域参加によって

それらを現実のものとしていくという一連のプロセスに関するノウハウの開発と提供が、大学

に対する地域ニーズとして存在 している。
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】.V.考 察

大学と地域連携の観点から

大学と地域の連携 として一つの典型は 「教育 ・文化面」に関するものであ り、実際、奈良県

内の自治体においては大学 との連携窓口が(商 工業に関する連携事業であっても)教 育関連部

課になっていることが少なくない。しかし、教育 ・文化面以外の連携可能性について大学から

の情報提供を行 うことによって、連携の可能性を真摯に検討 しようとする自治体 も少なくない。

これは、大学が地域社会に向けて発信 してきた情報に偏 りがあることを示すと同時に、自治体

が大学を地域資源 として十分に活用 しようとしてこなかった結果であると言えるだろう。

地域の活性化などで深刻な問題を抱えている自治体は少な くな く、同時に、問題に対処する

ための十分な人材が揃っていない、という問題指摘を行 う自治体が多い。 しかるべき外部組織

にコンサルティングを求めようにも、逼迫する財政の中でシンクタンクなどに委託する余裕も

な く、「何かをしなければならないことは分かっているが、何をしてよいのかわからない(自

治体Aの 地域振興担当課長)」状況が続いている。 さらに、県内におけるこれらの問題解決に

向けての情報交換は進んでいない。今回、調査票調査 とは別に聞き取 り調査 を実施 した自治体

の担当者からは、自らの自治体が抱える様々な問題を外部に対 して明確化し、共有することを

「恥」あるいは 「損」とする声が複数聞かれた。問題点を明らかにすることで、市町村合併の

際に不利に働 く恐れや、補助金などの獲得にマイナスに働 くのではないかという意識が、問題

解決に向けた知力の結集を阻む一因ともなっている。このような状況において、大学が仲介者

あるいは中立的当事者 として地域に果たす役割は大 きく、また、各 自治体の問題共有化 を進め

るための 「センター」 としての機能 もまた重要であると言える。

地域ブランド戦略の観点から

先に述べたとお り、地域ブラン ド戦略は地域活性化のための総合的な経営技法である。個別

の事業規模は小 さくて も、「戦略」 としての一貫性を持たせることにより成果を上げる効率的

な手法であ り、財政規模の小さい自治体に適 していると言える。また、地域資源の再発見や他

の資源との関連づけによる価値創造にあたっては、対象となる 「地域」が広す ぎるとその特徴

や性格が拡散 し、曖昧になる恐れもあるため、全県といった範囲よりも1つ の自治体あるいは

特徴を共有するい くつかの自治体を戦略の対象範囲とするほうが効果的である場合 も少なくな

い。クローバル経済において 「小が大を呑む」ことが地域ブラン ド戦略の目指す ところのひと

つで もある。

しか しながら、今回の調査結果を見る限 りにおいて、奈良県内において地域ブラン ド戦略の

意味 ・意義が十分に共有されているとは言えず、この点についてはより広範に関心を惹起する

必要があるだろう。本研究プロジェクトの一環として、2006年12月4日 には奈良大学において

講演会 「奈良における地域 ブランド戦略の展開」 を開催した。講師として信州大学人文学部教

授 中嶋 聞多 氏、奈良県商工労働部次長兼農林部次長 小島 義己 氏、株式会社 「三輪そうめん
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中原 ・秋 山 地域経営技法 としての地域 ブラ ン ド戦略 と大学 ・地域連携の可能性

山本」代表取締役社長 山本 太治 氏をお招 きし、地域 ブランドを中心とした理論的側面 と日本

全国の状況、奈良県における産官学クラスタ形成の状況、地場産品としてのブラン ド形成 と管

理などについての情報提供 ・議論を行った。講演そのものに意味があるのはもちろんのことで

あるが、本研究の調査対象 となった各自治体の地域振興担当者を主な出席者としたこの講演会

によって、 より具体的なニーズを聴取 し、また大学 と自治体の連携へ向けたコネクション形成

の一助 となった。こういった取 り組みによって地域ブランド戦略への理解 を促進すると同時に、

より効果的な大学 と地域連携についてのノウハウ蓄積 を進める必要があるだろう。

大学が地域活性化について期待 されている 「理論 ・方法 ・行動」をどのように実現 していく

か、検討すべ き問題は山積 しているが、大学がいかに組織的にその 「知」を集約 し、再配分し、

地域社会の重要なアクターとして行動 していくかが、大学と地域社会の将来を左右する一つの

鍵 となることは間違いないだろう。

注

1)平 成18年 度 奈良大学研究助成 による。

2)こ こでの大学経営者 とは、国立私立 を問わず 、あ らゆる形態の大学の経営者 を指す。

3)戦 略 的に挙母市が トヨタ自動車 を誘致 したわけではない。

4)基 数 が27と 少数で あるため、比率 の解釈 には注意 が必 要である。

5)基 数 が19と 少数 であるため、比率 の解釈 には注意 が必要である。
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